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　私たちが、よりよいくらしを願って、私たちの代わりにその
思いを実現してくれる人々を選ぶ制度が「選挙」です。
　ところが若い有権者を中心に投票を棄権する人が後を絶た
ず、特に地方選挙では投票率が50％を割ることも珍しくあり
ません。国やまちの行方を決める選挙が、一部の人の意見で
決まってしまっては、健全な民主主義社会とは言えません。
　ベストな候補者がいなければ、ベターな候補者を選ぶなど、
棄権することなく、大切な一票を有効にいかすために、この冊
子で「選挙」について学んでいきましょう。
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1.禁錮以上の刑に処せられその執行を
終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を
受けることがなくなるまでの者（刑の
執行猶予中の者を除く） 

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑
に処せられ、実刑期間経過後5年間 
（被選挙権は10年間）を経過しない者。ま
たは刑の執行猶予中の者 

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に
処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法等に定める選挙に関する
犯罪により、選挙権、被選挙権が停止
されている者

6.政治資金規正法に定める犯罪により
選挙権、被選挙権が停止されている者

＊「権利を失う条件」に成年被後見人が含まれていましたが、平成25年5月の法改正により、選挙権、被選挙権を有することになりました。

皆さんの

皆さんの



　明治22年に大日本帝国憲法が制定されるのに伴い、衆議院議員選挙法が定められました。このとき、選
挙権は、満25歳以上の男子で15円以上の国税を納める者に限られており、明治23年に初めて行われた衆
議院議員総選挙の有権者数は45万人で、当時の総人口の約1.1％に過ぎませんでした。
　その後、大正14年に普通選挙法が成立。納税要件が廃止され、満25歳以上の男子の全てに選挙権を有
することができるようになりました。
　第二次世界大戦後の昭和20年に衆議院議員選挙法が改正され、それまでの満25歳から満20歳の男女
すべてに選挙権が認められ、完全普通選挙制度が確立されました。以降、今日まで続いていますが、第184
回通常国会（平成26年6月13日）で成立した「改正国民投票法」で、憲法改正の投票権年齢が、改正法施行
（同年6月20日）から4年後（平成30年6月21日以後）に現在の「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下
げられることになりました。これに伴い、この法律の施行後速やかに、年齢満18歳以上満20歳未満の者が
国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権年齢と選挙権を有する者の年齢と
の均衡等を勘案し、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ず
るものとされました。

「選挙権の歴史」

皆さんの
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場合
必要

必要な場合

な場合

登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき、ただちに抹消
します。
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衆議院議員総選挙

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶため
に行われる選挙のことです。小選挙区選
挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われ
ます。総選挙は、衆議院議員の任期満了
（4年）によるものと、衆議院の解散によっ
て行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員の定数は475人で、うち295
人が小選挙区選出議員、180人が比例代
表選出議員です。

北海道
12

秋田
3

青森 4

埼玉 15

千葉
13

栃木
5

群馬
5

長野
5

岐阜
5

富山
3

石川
3

福井
2

滋賀
4

京都
6

鳥取
2

茨城
7

東京
25

神奈川
18

新潟
6 福島 5

静岡
8

愛知
15

山梨
2

三重
5

島根
2

山口
4

徳島 2
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愛媛
4

佐賀
2

長崎
4

熊本
5

大分
3

沖縄
4

兵庫
12岡山

5
広島
7

福岡
11

宮崎
3

奈良
4

和歌山
3

鹿児島
5

香川 3

大阪
19

山形
3

宮城
6

岩手
4

8

各都道府県別選挙区数
（定数295人）

衆議院小選挙区選挙

※平成24年11月16日に、「衆議院小選挙区選出議員における人口較差を緊急に是正す
るための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」
が成立、小選挙区選出議員の定数を300から295とする一票の較差の是正措置がとら
れました。これに基づき区割り改定作業が進められ、翌年6月24日、17都県42選挙区
の区割りを改定するいわゆる区割り改定法が成立しました。なお、区割り改定法は、施行
日（平成25年7月28日）以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用
されます。



北海道
4

秋田
2

青森 2

埼玉 6

千葉
6

栃木
2

群馬
2

長野
4岐阜

2

富山 2
石川
2

福井
2
滋賀
2京都 4

鳥取
2

茨城
4

東京
10

神奈川
8

新潟
4 福島 2

静岡
4

愛知
6

山梨
2

三重
2

島根
2

山口
2

徳島 2
高知 2

愛媛
2

佐賀 2

長崎
2

熊本
2

大分
2

沖縄
2

兵庫
4岡山

2
広島
4

福岡
4

宮崎
2

奈良
2

和歌山
2

鹿児島
2

香川 2

大阪
8

山形
2

宮城
4

岩手
2

9

※参議院についても平成24年11月16日に、選挙区選挙選出の議員について、
いわゆる「4増4減」を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し
ました。

それぞれの任期や
選挙期日の詳しい
説明はP12～13を参照
してね。
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●再選挙（選挙のやり直しや当選人の不足を補う） 
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選
の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われ
る選挙です。1人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあり
ます。 

●補欠選挙（議員の不足を補う） 
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選（繰り上げる場合がある）によって
も議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかない
かという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効と
なった場合は、再選挙となります。
※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。

●増員選挙（議員の数を増やす） 
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。

※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当
該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定数の3分の2に達しなくなったときを除いて、
行わないこととされています。

再選挙・補欠選挙を行う際に必要な当選人の不足数・議員の欠員数

衆議院（小選挙区選出）議員 1人 1人

衆議院（比例代表選出）議員
①定数の1/4超
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/4超

参議院（比例代表選出）議員
①定数の1/4超（13人以上）
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/4超（13人以上）

参議院（選挙区選出）議員 1人以上
定数の1/4超（東京、神奈川、大阪2人
以上、その他1人以上）

都道府県議会議員
①2人以上（1人区では1人）
②選挙無効による場合は、1人以上

2人以上（1人区では1人）

市町村議会議員
①定数の1/6超
②選挙無効による場合は、1人以上

定数の1/6超

上記、不足又は欠員は、1の選挙区（選挙区がない場合は選挙の行われる区域）における人数である。
再選挙における「当選人の不足及び議員の欠員を通じての数」は「当選人の不足数（上記）」、及び
補欠選挙における「議員の欠員及び当選人の不足を通じての数」は「議員の欠員数（上記）」と同じであるため、省略した。

11

補欠選挙
議員の欠員数

再選挙
当選人の不足数
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●衆議院議員･･･任期4年（解散あり）
総選挙の期日から数えます。任期満了による総
選挙が任期満了前に行われた時は､前任の議
員の任期満了の翌日から数えます。

●参議院議員･･･任期6年（解散なし）
前任の議員の任期満了の翌日から数えます。
通常選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日
後に行われた時は､通常選挙の期日から数えま
す。

●都道府県議会議員および
　市区町村議会議員・・・任期4年
一般選挙の期日から数えます。任期満了による
一般選挙が任期満了前に行われた場合で､前任
の議員が任期満了の日まで存在した時は、その
任期満了の日の翌日から数えます。しかし、選
挙後に前任の議員のすべてがいなくなった時
は､その日の翌日から数えます。

皆さんの
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●主な職務 
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道
府県の議会の議員および知事の選挙に関する事
務の他、海区漁業調整委員会の委員の選挙に関
する事務なども管理します。その担任する事務
に関し、市区町村の選挙管理委員会に助言・勧
告します。  
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※ここでいう「市区」の「区」は東京23区を指します。





「公正さを保つため、
　公務員など選挙運動ができない人もいます。」

選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じ

る判断の基礎となるものです。しかし、自由を認めると、その選挙が候補者

の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公

平を確保するために、一定のルールが設けられています。

選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。



供して合理的に選択が行えるよう、「選挙公報」も配布されています。



平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動がで
きるようになりました。

インターネット選挙運動

①有権者は、ウェブサイト等（ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共
有サービス、動画中継サイト等）を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール（SMTP
方式及び電話番号方式）を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

22

有権者

電子メール

×

ウェブサイト等 電子メール

有権者 候補者 政党等

有権者が電子メールで
選挙運動を行うことは禁止。

※氏名、電子メールアドレス
等の表示義務
※一定の記録の保存義務

※氏名、電子メールアドレス等の表示義務

ホームページ・ブログ・SNS（ツイッター・フェイスブック等）
動画共有サービス・動画中継サイト等

自らアドレスを通知し、受信
に同意した相手等送信先には
一定の制限があります。（注）●電子メールアドレス等とは、電子メールその他のインター

ネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に
必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームの
URLやツイッターのユーザー名などが含まれます。

　　●電子メール（SMTP方式及び電話番号方式）以外の通信
方式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッ
セージ機能は「ウェブサイト等」に含まれます。

△△花子〈△△△@△△.ne.jp〉
----------------------------------
このたびの選挙では
是非○○さんを
当選させましょう。
----------------------------------

○○太郎〈○○○@○○.ne.jp〉
---------------------------------------
私は、このたびの選挙に
出馬しました○○太郎です。
～～～～～～～～～～～。
～～～～～。
清き一票を、お願いします。

△△花子   〈△△△@△△.ne.jp〉

　このたびの選挙では
　是非○○さんを
　当選させましょう。

○○太郎   〈○○○@○○.ne.jp〉

　私は、このたびの選挙に
　出馬しました○○太郎です。
　清き一票を、お願いします。

 このたびの選挙では、
○○さんを
 当選させよう。

私に清き
一票を！

○○党へ
投票して
ください！
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●有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。有
権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもで
きません。

●未成年が選挙運動をすること
年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。

●ＨＰや電子メール等を印刷して頒布すること
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運
動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。

●選挙運動期間外に選挙運動をすること
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日に届出がされてから投
票日の前日までしかすることができません。

インターネット選挙運動で禁止されていること（例）

報道等でインターネット選挙運動のことを「ネット
選挙」と略すこともあったため、「インターネットを
利用して投票をすることができる」と勘違いしてい
る方がいるようです。
総務省がインターネット選挙運動の解禁後に調査を
行ったところ（インターネットモニター調査・標本
2000）、「インターネットを利用して投票すること」
に対し、「できない」と正答した方は51.9％に留まり、
半数近くの方は「できる（18.8％）」と誤答したり、
あるいは「わからない（29.3％）」と答えています。
インターネットを利用して投票ができることではあ
りませんのでご注意ください。
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※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。
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政治活動は、本来自由であるべきものです。しかし、選挙がないとき
の政治活動でも、政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいもの
が多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、
看板、ポスターなどの文書図画掲示には数や規格などの制限が設け
られています。
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投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じます。但し市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情があ
る場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ（閉鎖時刻は繰り上げだけ）がで
きます。 
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代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、
補助者2名が定められ、その１人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう１人が、指示どおり
かどうか確認します。（平成25年5月の法改正により補助者は「投票事務に従事する者」に限定され
ました。）
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるように
なっています。

私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が
採用されています。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投
票」を採用できます。これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、○の印をつけて投票す
るものです。
※国政レベルでの大規模な選挙で、自書式を採用しているのは先進国の中では日本だけです。
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政党の得票数に基づいてドント式※により各政党の当選人の数が決まり、
各名簿の当選人の数までの順位のものが当選人となります。
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※ドント式については、P49を参照してください。

政党の総得票数に基づいてドント式※により各政党の当選人の数が決まり、
得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。



●対象となる投票 
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対
象となります。
 

●投票対象者 
選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等
の用務があり、投票に行けないと見込まれる方
です。投票の際には、宣誓書に列挙されている
一定の事由の中から自分が該当するものを選
択します。
 

●投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選
挙期日の前日までの間です。※ 

●投票場所 
市役所などに設けられる期日前投票所です。各
市区町村に１力所以上設けられています。※ 
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（1）名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票 
❶名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書
類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。 
❷交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。 

（2）指定病院等における不在者投票
手続は（1）とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票
は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※平成25年5月の法改正により指定病院等の不在者投票には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会
わせる等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。

（3）郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。交付され
た投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市
区町村選挙管理委員会に送付します。

●不在者投票の手続
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方

方 方



仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙
制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿
に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館（大使館・領事館）の領事窓口
で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有
していることが必要ですが、登録の申請については、3カ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際
に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本
国内における投票」があります。
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【選出方法】
その選挙の候補者や名簿届出政党等が各
開票区の選挙人名簿の中から、本人の承諾
を得てそれぞれ1人を定め、市区町村の選
挙管理委員会に届け出ます。届け出が10人
を超えた時は、くじで10人にします。

【具体的な職務】
開票手続の立ち合い、開票管理者が行う投
票の効力の決定に際しての意見陳述など。
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●所定の投票用紙を使用していないもの。投票用紙を取り違
えたもの。（例えば衆議院選挙の際に、小選挙区選挙と比例
代表選挙の投票用紙を取り違えてしまうと無効になります）
●立候補していない者、立候補を禁止されている者、被選挙権
のない候補者、資格のない政党等が届け出た候補者など、
適格な候補者でない者の氏名を書いた投票。
●2人以上の候補者の氏名を書いた投票。
●候補者の氏名のほか、他事を記載した投票（候補者の職業、
身分、住所、敬称の類は、ここでの他事には当たりません）。

●自書していない投票（代理投票は自書ではありませんが有効
です）。
●どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票。
●単なる雑事、記号等を記載した投票。
●白紙、つまり記載がない投票。
注）これらは「自書式投票」の場合です。「記号式投票」では大筋は同じですが、ここ
では省略します。
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（１）選挙区（ブロック）ごとに政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
（２）政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、

その順に当選人が決まります。
（３）上記の順位を「同順位」と定められている候補者（Ｐ19 選挙ミニ知識参照）の間の順位は、「惜敗率※」の

高い順になります。
※小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。 
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得票数（又は総得票数）
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買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

り、利益誘導を促した場合も処罰されます。

どで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘し
たりして投票に干渉したり、又は投票内容を知ろうとすること
なども処罰されます。
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※ここでいう「市区町村」の「区」は東京23区を指します。
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■衆議院議員総選挙・年代別投票率の推移（中選挙区・小選挙区）

資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに147～188投票区を抽出し、集計したものです。

90

80

70

60

50

40

30

20

39

73.31

40

67.26

41

59.65

42

62.49

43

59.86

44

67.51

45

69.28

46

59.32

回数

投票率

選
挙
期
日

争

　点

20歳代
40歳代
60歳代

30歳代
50歳代
70歳以上

消
費
税
　
住
宅
・
土
地
問
題

政
治
改
革
　
農
産
物
自
由
化

政
治
改
革
　
佐
川
急
便
事
件

選
挙
制
度
　
政
界
再
編

消
費
税
　
財
政
再
建
　
景
気

政
治
改
革
　
行
政
改
革

景
気
　
雇
用
　
福
祉
　
年
金

消
費
税
引
き
上
げ

北
朝
鮮
・
イ
ラ
ク
問
題
　

高
速
道
路
　
憲
法
改
正
　
年
金
　

景
気
　
雇
用
　
地
方
分
権

郵
政
民
営
化

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

政
権
交
代

景
気
対
策
　
年
金
　
医
療
・
介
護

震
災
か
ら
の
復
興

平
成
　
年
　
月
　
日

2

2

18

平
成
　
年
　
月
　
日

5

7

18

平
成
　
年
　
月
　
日

8

10

20

平
成
　
年
　
月
　
日

12

6

25

平
成
　
年
　
月
　
日

15

11

9

平
成
　
年
　
月
　
日

17

9

11

平
成
　
年
　
月
　
日

21

8

30

平
成
　
年
　
月
　
日

24

12

16

（％）

77.8677.86

69.4869.48

83.0883.08

71.9471.94

59.7959.79

46.2046.20

79.6979.69

71.0671.06

84.1584.15

72.6372.63

63.8763.87

49.4549.45

68.0268.02

63.3063.30

74.9374.93

59.3859.38

50.1050.10

37.8937.89

70.0170.01

67.7867.78

77.8977.89

64.7264.72

50.7250.72

35.6235.62

71.9871.98

69.2869.28

79.2379.23

68.1368.13

56.8256.82

38.3538.35

70.6170.61

66.8866.88

77.2577.25

65.4665.46

57.4957.49

36.4236.42

71.6171.61

79.3479.34

83.3883.38

74.4874.48

68.4668.46

47.4647.46

84.8584.85

73.2173.21

87.2187.21

81.4481.44
75.9775.97

57.7657.76



59

■参議院議員通常選挙・年代別投票率の推移（選挙区）

資料

※年代別投票率は、全国の投票区から回ごとに142～188投票区を抽出し、集計したものです。
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公益財団法人 明るい選挙推進協会

●　「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公

明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そして、こ

れを進めるための行政と民間が一体となった運動を「明るい選挙推進運動」といいます。

　　明るい選挙推進運動の目的は、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、②有権者がこぞ

って投票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、

政党の政策などを見る眼を養うこと（政治意識の向上）です。

●　明るい選挙推進運動の発端は戦後の選挙違反の増大でした。その数は減ってきていますが、

皆無になったわけではありませんし、政治家の寄附禁止に関する事件は今日でも後を絶たな

い状況です。

　　一方、近年は投票率の低下が大きく、運動の重点はこちらに移ってきています。特に、若

い世代の投票率の低さには憂うべきものがあります。若い世代に政治や選挙に対して関心を

もってもらうこと、投票率を向上させることは焦眉の課題です。

●　平成23年には、50年以上続いてきたこの運動の現状と課題を明らかにし、時代に即した

常時啓発事業のあり方を研究・検討するために「常時啓発事業のあり方等研究会」が総務省

に設置されました。その最終報告書では、「今や社会的知識の欠如や政治的無関心では通用

しない社会になっている。政治を決めるのは最終的には有権者の資質である。数多くの課題

に対処し、適切な選択を行うためには、高い資質を持った主権者、すなわち、国や社会の問

題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく新しい主権者像が求められ

ている」とし、「これからの運動は、あらゆる世代において自立した主権者をつくることを目指し、

新たなステージ「主権者教育」の一翼を担うものであるべき」ことを提言しています。

　　この提言を受け、全国各地で、約8万人の明るい選挙推進協議会の委員や推進員の方々が、

様々な活動に取り組まれています。

明るい選挙推進運動について


